[bookmark: _Hlk136871164]朝倉市eスポーツ地域定着支援業務委託仕様書

　この仕様書は、朝倉市が発注する下記の業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。

１　業務名
朝倉市eスポーツ地域定着事業支援業務

２　目的及び背景
eスポーツは、年齢や性別、障がいの有無に関係なく、幅広い層の人たちが一緒に楽しむことができる特性を持ち、福祉・健康・交流・地域活性等、様々な分野において、今後、本市において活用できることが見込まれる。
　　本業務において、「eスポーツ交流大会（以下「交流大会」）」を開催することで、市民が地域間・世代間交流できる機会を創出することを目的とする。
　また、「モデルコミュニティでのeスポーツイベント（以下イベント）」や「コミュニティ研修会におけるeスポーツイベント企画・運営研修会（以下研修会）」を通して、各地域において自らeスポーツを活用できる体制を構築することを目的とする。

３　履行期間
　　契約締結日から令和９年２月２８日まで

４　履行場所
朝倉市文化・生涯学習課の指定する場所とする。

５　実施体制
本業務を実施するにあたり以下の体制にて実施すること。
　　（１）業務責任者
　　　　　　発注者との情報共有、進捗・課題管理を行う業務責任者を設置すること。
　　（２）人員配置
業務を実施する担当者については、委託期間中、原則として同じ人員を割り当て、特別な理由がない限り、業務従事者は固定化するよう努めること。
なお、発注者が業務の進捗状況や業務内容について支障があると判断した場合、実施体制を含め速やかに対応策を検討すること。





６　業務内容
　　以下に記載する業務を実施すること。ただし、本業務を実施するにあたり、本仕様書に記載することのほか本市にとって有益と思われる内容について発注者へ提案すること。

　（１）交流大会・イベント・研修会の概要
【eスポーツ交流大会】
①　実施日：令和8年１１月２８日（土）（変更となる場合がある）
②　場所：フレアス甘木（福岡県朝倉市甘木７６４－２１）
③　対象人数：２００名程度（参加者・観戦者を含む）
④　対象者：小学生からシニア層まで 
[bookmark: _Hlk231298107]⑤　競技内容：本業務の目的に即したゲームタイトルを２種類以上提案すること。
　　　　　　　　　　　　シニア層及び小学生が一緒にプレイできるものを選定すること。
⑥　その他：大会を盛り上げる工夫（演出やデモンストレーション等）を盛り込むこと。
　　　　　　　　　　　　参加者以外も楽しめる体験ブースを設置すること
　　　　　　　　　　　 体験ブースは、介護予防やフレイル予防に資するものも含めること。
　　　　
【モデルコミュニティでのeスポーツイベント】
1 実施日：コミュニティと協議後、決定
2 場所：未定（モデルコミュニティ１箇所）
3 対象人数：60名程度（参加者・観戦者・地元スタッフも含む）
4 対象者：小学生からシニア層まで
5 実施内容：
モデルコミュニティを１箇所選定し、コミュニティ主催によるeスポーツイベント（コミュニティeスポーツ交流大会）を実施するにあたり、イベントの企画から運営までを地域住民（コミュニティ）が主体となって実施できるようイベント全体をサポートする。
6 競技内容：朝倉市が令和７年度に各コミュニティに設置した下記のゲームタイトルを使用。
（１）『太鼓の達人』
（２）『ぷよぷよeスポーツ』

【eスポーツイベント企画・運営研修会】
①　実施日：令和９年１月１５日（金）、２９日（金）（変更となる場合がある）
②　実施回数：２回
③　場所：朝倉市役所
④　対象人数：20名程度
⑤　対象者：各コミュニティ関係者（市内１７コミュニティ）
⑥　実施内容：コミュニティ職員が各々のコミュニティにおいてeスポーツイベントを実施できるようになる内容とする。

　（２）運営支援の内容
①　進行管理：交流大会及びイベントにおける進行及び管理を行うこと。
②　広報活動：交流大会及びイベントの周知については、発注者において実施するが、周知における
ポスター・チラシ等の案を提示すること。
③　許諾申請：各種ゲームコンテンツの使用に伴うゲーム会社への確認作業、許諾申請などの調整は、 必要に応じて受注者にて実施すること。
④　使用機材：使用機材については、受注者にて準備すること。ただし、机・椅子等の什器は会場内にある什器を使用可能とする。
⑤　会場設営等：交流大会及びイベントの会場設営、機器搬入及び撤収を行うこと。
⑥　人員確保：参加者数に応じた人員及びeスポーツに熟知したスタッフを確保すること。
⑦　アンケート：交流大会・イベントの会場においてアンケートを実施すること。アンケート実施方法・設問　については、発注者と協議の上決定すること。すべての会が終了後、参加者数・アンケート回答内容・記録写真等をまとめた報告書提出のこととする。（様式は任意）
⑧　会議等の出席：交流大会及びイベントを開催するための会議に出席し、専門的見地から適切な助言を行うこと。
　（３）留意事項
①　会場借用：上記開催場所の使用する会議室等の使用に関する予約確保及び会場使用料は、発注者にて負担する。
　　　　②　通信環境：開催会場における通信環境を考慮すること。
　　　　③　経費等：会場までの交通費及び事業に関わる必要物品等、一切の経費は本業務の費用に含めること。
    ④　再委託：受注者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
　　　　⑤　自然災害：自然災害等により予定していた交流大会及び体験会を開催できなかった場合、令和8年度内に日程を発注者と調整のうえ代替日にて交流大会及び体験会を実施すること。
（４）eスポーツ事業の継続及び発展に向けた提案
令和８年度以降、本市においてeスポーツを継続的に実施するための手法及び幅広い分野にて展開　するための手法等について提案すること。
7成果品
業務終了後、成果品を納品すること。なお、本業務に係る成果品に係る権利は、発注者に帰属するものとし、著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む。受注者は、当該報告書に係る著作者人格権を行使しないものとする。受注者は、本業務に係る成果品等を他の用途に使用する場合は、事前に発注者の承諾を得るものとする。

8　秘密の保持
　 受注者は、この契約の履行に関して、知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、この契約終了後も同様とする。
　 また、参加者の情報等について、本業務以外の目的で利用してはならない。
9　その他
　　①　本仕様書に記載の内容以外に効果的な取組あれば、本業務費用の範囲内で随時提案すること。
　　②　全ての業務実施にあたって、事前に委託者と十分な協議及び確認等を行うこと。また、疑義が生じた場合は遅滞なく委託者へ確認すること。
　　③　本仕様書に記載のない事項につき、疑義が生じた場合には、発注者と協議の上、決定するものとする。
